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住宅用火災警報器が義務付けに
　消防法の改正により、平成23年５月末までに、すべての住宅に火災警報器設置が義務付けに
なりました。
　警報器は、原則として寝室と寝室がある階の階段に必ず設置しなければなりません。
　それ以外は、下のイラストを参照してください。
　また、取付場所は煙を感知しやすい場所に設置しましょう。

お近くのホームセンターや防災設備等の取り扱い店でご購入頂けます。
○お問い合わせ
　・総務課行政・防災Ｇ………………………………………………☎（84）1111内線211
　・茨城西南地方広域市町村圏事務組合　消防本部予防課………☎（47）0129
　・古河消防署五霞分署………………………………………………☎（84）0628
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取
付
け
位
置

２階建てで２階に寝室・
居室がある場合

①�壁又ははりから0.6m以上
離れた天井に面する部分

②�天井から下方0.15m以上
0.5m以内の位置にある壁
に面する部分

２階建てで１階に寝室・
居室がある場合

１つの階に居室が５以上ある場合

③換気口等の空気吹出し口
から1.5m以上離れた位置

資料：住宅防火対策推進協議会、㈶日本防災設備安全センター

資料：住宅防火対策推進協議会、㈶日本防災設備安全センター
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１
日
に
五
霞
町
農
業
委
員
会

委
員
一
般
選
挙
が
告
示
さ
れ
、
立
候

補
届
出
者
が
定
数
（
14
人
）
を
超
え

な
か
っ
た
た
め
無
投
票
選
挙
と
な

り
、
７
月
６
日
に
行
わ
れ
た
選
挙
会

に
お
い
て
、
次
の
方
々
が
農
業
委
員

会
委
員
に
当
選
し
ま
し
た
。
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篠
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ま
た
、
各
団
体
か
ら
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推
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に
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任
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次
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。
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農
業
協
同
組
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内
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博
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業
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菊
地　

實

土
地
改
良
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下
田
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嗣

　

な
お
、
委
員
の
任
期
は
平
成
20
年

７
月
20
日
か
ら
平
成
23
年
７
月
19
日

ま
で
の
３
年
間
と
な
り
ま
す
。

農
業
委
員
会
委
員
が
決
ま
り

ま
し
た


